
 
 

⽇時︓令和４年１⽉ 30 ⽇（⽇）9︓３０〜 
オンライン会議により実施 

 
 

― 会 議 次 第 ― 
 
 
 議事 
（１）新設⼩学校の通学区域に関するアンケート結果について －資料 1 
 
（２）新設⼩学校通学区域（案）及び新設⼩学校の進学先について 

－資料２ 
 
（３）今後のスケジュールについて             －資料２ 
 
 
 

          
 
 

第５回 アイランドシティ地区新設⼩学校 通学区域協議会 



新設小学校の通学区域案と各組織の意見について

１ 通学区域に関するアンケート結果について

令和３年12月末に、通学区域協議会として、照葉北校区の全世帯を対象に実施
した、通学区域に関するアンケートの結果について報告します。

○回答者の家族構成

○１番目に選んだ案の割合（全体） ○１番目に選んだ案の割合（町内ごと）

〇総合点数

○案Bを１番目に選んだ方が６割を超え、総合点でも最も高い点数となりました。
○７町内のうち５町内が同じ結果となっています。

・アイタワーは２位が案C、３位が案A
・４丁目は３位が案D、４位が案C

○小学生・未就学児がいる世帯が回答者の７割を超えており、保護者世帯から多くの
回答をいただきました。

【主な意見】
・児童の通学距離が近くなる。
・香椎照葉３丁目の中で校区が分かれていることが改善される。
・自治会の分断が起きない。

配布世帯数約 約2,600件（保護者世帯 約1,250件）
回答数 642件（保護者世帯回答 462件）
回答率 約25％（保護者世帯回答率 約37％）

資料１

【案Bの推計（令和３年５月１日時点）】

これまで照葉小中学校PTA・照葉校区自治協議会に対しても、事務局より通学区
域協議会の状況について情報共有や事前協議を行ってまいりました。

本協議会の通学区域案が案Bと決定した場合には、新たなプレハブ教室の整備など
の教育環境の確保について、改めて照葉校区との協議を実施してまいります。

照葉校区との調整について

新設小 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

児童数 － － － 450 532 604 746

学級数 － － － 19 22 24 28

照葉小 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

児童数 777 783 775 928 919 904 862

学級数 27 27 27 34 33 32 31

◆照葉北小学校（保有教室33CR）

◆新設小学校（開校時26CR予定）

◆照葉小学校（保有教室24CR＋プレハブ教室４CR）

◇照葉中学校（保有教室21CR）

照葉中 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

生徒数 599 625 680 743 796 889 961

学級数 19 20 21 23 25 28 30

照葉北小 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

児童数 907 1057 1212 816 853 876 914

学級数 34 37 45 30 30 31 34

合計６４２件

合計６４２件



２ アイランドシティ地区小学校の通学区域（案）及び新設小学校の進学先について

（１）アイランドシティ地区小学校の通学区域について

≪新設小学校≫
香椎照葉５丁目、香椎照葉６丁目、みなと香椎１丁目～３丁目
香椎照葉７丁目28 番１、７、12、14

29 番13、58、124～126、128，129
≪照葉北小学校≫

香椎照葉４丁目、
香椎照葉７丁目（香椎照葉７丁目28 番１、７、12、14

29 番13、58、124～126、128，129以外）

≪照葉小学校≫
香椎照葉１丁目～３丁目

（２）新設小学校の進学先について

照葉中学校とします。

（３）実施時期について

小学校区については、新設小学校開校時期（令和６年４月１日予定）からとします。

＜参考＞通学区域設定に関する協議経緯等

時期 内容

令和３年５月29日 第１回通学区域協議会の開催
協議会会則、今後のスケジュール、論点整理

令和３年６月27日 第２回通学区域協議会の開催
通学区域（案）検討

令和３年８月８日～９日 住民説明会の開催
計５回（アイランドタワー、アイタワー、５丁目、

６丁目、その他地域）実施

令和３年10月３日 第３回通学区域協議会の開催
これまでの通学区域案（案A）と合わせて、照葉小
を含む通学区域（案B）の検討

令和３年11月28日 第４回通学区域協議会
通学区域の複数案（案A～案D）について検討、
第４期公募について説明

令和３年12月 通学区域アンケート実施

令和４年１月30日 第５回通学区域協議会（今回）

時期 内容

令和４年２月 照葉北自治協、照葉北PTAより確認書受理
照葉自治協、照葉小中ＰＴＡと協議、確認書受理

令和４年３月以降 通学区域審議会へ諮問
教育委員会会議へ付議後、決定

令和４年６月頃～ 新設小学校開校準備委員会の開催
校名、校章、校歌、教育目標等の検討

資料２

第４期公募用地

新設
小学校

照葉北
小学校

照葉小中学校

香椎照葉
６丁目

香椎照葉
５丁目

香椎照葉
３丁目

香椎照葉
１丁目

香椎照葉
２丁目

香椎照葉
７丁目

みなと香椎
１丁目

みなと香椎
２丁目

みなと香椎
３丁目

香椎照葉
４丁目

３ 今後のスケジュールについて

第４期公募用地



西都地区新設小学校の 
通学区域に関する確認書 

 

福岡市教育委員会 

 教育長 星子 明夫 様 

 

 西都地区新設小学校（以下「新設小学校」という。）の通学区域

については、貴教育委員会から提案を受け、これまで、学校、地域、

保護者の代表で構成する西都地区新設小学校通学区域協議会（以下

「協議会」という。）において、協議を重ねてまいりました。 

 協議会における協議結果や地域での協議を踏まえ、５校区の住

民・保護者の代表として、子ども達がより安心して学校生活を送る

ことができるよう、下記のことを確認いたします。 

 

記 

 
１ 新設小学校の通学区域については、西都一丁目、北原一丁目、

大字徳永（国道 202 号線以北）（大字徳永 1149 番、1150 番、1167

番、1168 番の区域及び北原・田尻土地区画整理事業地の一部を除

く。）、及び大字田尻 45 番から 103 番、130 番から 160 番及び 2568

番から 2714 番（2570 番の 12 を除く。）とする。 

 

２ 新設小学校の中学校進学先は、元岡中学校とする。 

 

３ 小学校区については、新設小学校開校時の令和 5 年４月１日か

ら実施する。 

  中学校区については、新設小学校の児童が卒業し、中学校へ進

学する令和 6 年４月１日から実施する。 

ただし、それまでに元岡小学校に在校し令和 5 年 4 月 1 日時点

で 6 年生となる通学区域内の大字田尻の児童については、卒業ま

で、元岡小学校に通学できるものとする。 

  

 
 
 
 
 
 

令和  年  月  日  

 

西都校区自治協議会会長 

 

 

西都校区徳永町内会会長 

 

 

西都校区西都自治会会長 

 

 

 元岡校区自治協議会会長 

 

 

 元岡校区田尻東町内会会長 

 

 

 元岡校区田尻東町内会石崎隣組長 

 

 

 玄洋校区自治協議会会長 

 

 

 玄洋校区横浜西町内会会長 

 

 

西都小学校 PTA 会長 

 

 

元岡小学校 PTA 会長 

 

 

玄洋小学校 PTA 会長 

 

 

元岡中学校 PTA 会長 

別紙１ 



氏　名 役　職　名 備考

 西都校区自治協議会会長
（女原自治会会長）

 西都自治会会長

 徳永町内会会長

 元岡校区自治協議会会長

 元岡校区田尻東町内会石崎隣組組長

西都公民館  西都公民館館長

元岡公民館  元岡公民館館長

 西都小ＰＴＡ会長

 西都小ＰＴＡ

元岡小ＰＴＡ  元岡小ＰＴＡ会長

 西都小校長

 西都小教頭

元岡小学校  元岡小校長

元岡中学校  元岡中校長

 総務部地域支援課長

 地域整備部土木第２課長

 教育環境部施設課長

 指導部小学校教育課主任指導主事

 教育環境部通学区域課長

西都地区新設小学校(仮称)開校準備委員会委員名簿

区　　分

自治協議会代表

西都校区

元岡校区

公民館長

行政

西区

教育委員会

ＰＴＡ代表
西都小ＰＴＡ

関係小･中
学校

西都小学校

別紙２
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